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一般（運免）第113号

令 和 ７ 年 ３ 月 2 1 日

関 係 所 属 長 殿

交 通 部 長

運転免許証等の暗証番号に関する照会回答要領の制定について（通達）

運転免許証、免許情報記録個人番号カード及び運転経歴情報記録個人番号カードの

暗証番号に関する照会回答要領を別添のとおり定めたので、事務処理上誤りのないよ

うにされたい。

なお、「運転免許証の暗証番号に関する照会回答要領の制定について」（令和６年

３月19日付け一般（運免）第59号）は、本通達の施行をもって無効とする。

（担当）運転免許課 企画調整官（企画担当） 726-281






